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1．はじめに―大学図書館近代化と指定図書制度の実施

　わが国において大学図書館の存在意義が強く認識されるようになってきたのは、昭和
30 年代後半から 40 年代（およそ 1960 年から 1975 年）にかけての、「大学図書館近代化」
の時期である。近代化というと通常は明治期のそれが頭に浮かぶが、大学図書館における
「近代化」は社会の近代化とは大きく時代を異にしていたのである。この時期には昭和 36
（1961）年と昭和 39（1964）年の日本学術会議による大学図書館についての二度の勧告を
はじめ、文部省においても大学図書館に関する様々な施策が順次実施されていくこととな
る。
　大学図書館近代化の諸施策の実施には様々な背景があるが、なかでも大きな影響を与え
たものが、中央教育審議会により昭和 38（1963）年に出された「大学教育の改善につい
て（答申）」（いわゆる「38 答申」）である（中央教育審議会［1963］）。同答申の現代的評
価は、高等教育機関の種別化を図った面が強調されることが多いが、高等教育機関の施設
設備の整備等に対しても格段の配慮を払うことが大きく要請されており、大学図書館近代
化の諸施策の実施に間接的な影響を与えたものと推察できる。
　大学図書館近代化政策としては、文部省における情報図書館課の設置、大学図書館視察



− 193 −

桜美林大学研究紀要.総合人間科学研究　第 2号（2021 年度）

委員の設置、大学図書館実態調査の実施等が主な施策として挙げられるが、大学図書館と
学習支援の観点からすれば「指定図書制度の実施」が最重要の施策といえよう。「指定図
書制度」の発足当時の定義は次のようになっている（文部省大学学術局情報図書館課［1967］
4 頁）。
　　 　指定図書（教官の講義等に直接関連して学生が必読すべきものとして指定される「教
官指定学生専用図書」で、試験等の際には多くの場合その内容も問題の中に含まれる
ものをいう。）を、附属図書館に別置し、講義等の進展に応じて利用させる制度であ
って、複本を備え、新制大学の単位制の理念を生かし、教室外の自学自習に資するも
のである。（下線は筆者による）

　この「新制大学の単位制の理念を生かし」という表現は、まさに現代の「単位制度の実
質化」の議論に直結するものである。

2．「指定図書制度実施要項」の成立背景と具体化

1）わが国における指定図書制度の歴史
　文部省大学学術局により昭和 41（1966）年度に「指定図書制度実施要項」が定められ
指定図書制度が具体的に実施されることとなるが、わが国における指定図書の歴史は戦前
に遡ると言われている。北島〔1970〕によれば、その淵源は大正 14（1925）年に東京帝
国大学図書館で立案・検討、昭和 4（1929）年に実施されたものが嚆矢で、京都帝国大学
図書館においても昭和 4（1929）年度から実施されたとされている。
　その後、戦後の学制改革を経て大学図書館はその役割を大きく転換していくこととなる。
昭和 28（1953）年に文部省大学学術局が定めた「国立大学図書館改善要項」（日本図書館
協会〔1992a〕）には、「六　大学図書館の学生に対する運営の改善について」の中に「ニ
　図書館内には別に学生のための指定図書室を設け、学修上必読の基本的参考書を備えつ
けて自由に閲覧させ、これらの図書は必要に応じ同一のものも相当部数備えつけうるよう
にすること」（日本図書館協会［1992a］483 頁）とあり、その解説には次のように記され、
教官、学生と並んで図書館の役割が強調されている（日本図書館協会［1992a］490 頁）。
　　 　指定図書室とは教官の講義に関連して、学生に対し必読を求められた文献を図書館
内に別置する図書室で、図書館は当該教官の要請に基いてこれらの図書を一定期間こ
こに備え付け、その期間中は貸出を禁止するが、この指定図書は時には同一図書を数
部備え付ける必要も生ずる。

　　 　このように講義に直接関連をもつ学生の勉学への便宜を考慮することによって、教
官、学生、図書館の一体的関係が確立される。

　また、昭和 31（1956）年に私立大学図書館協会が定めた「私立大学図書館改善要項」（日
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本図書館協会〔1992b〕）には、「Ⅵ　施設に関する事項／ 2　図書館利用者のための施設
／Ｂ　出納台中心の施設」の箇所に「f　指定図書を収める書棚を、出納台の後方に設ける。
これは指定図書の貸出に於て敏速が最大の要件であるからである。大図書館に於て、指定
図書室を特設する場合には、利用者出入の頻度と便宜のため、これを図書館の入口の近く
に置くべきである」（日本図書館協会［1992b］520 頁）と具体的な記述がなされている。
さらに同要項には、指定図書の詳細な解説がなされているが、その記述は Gerould［1932］
が参照されており、当時の米国図書館のトレンドが重視されている。

2）「指定図書制度実施要項」の規定内容
　指定図書制度は、昭和 41（1966）年度から実施されたが、その具体的なあり方を定め
たものが「指定図書制度実施要項」である。『図書館法規基準総覧』に「国立大学附属図
書館指定図書制度実施要項」（日本図書館協会〔1992c〕）という名称で掲載されている。
同要項は、「一　目的」に始り、10 項目にわたる具体的な内容となっている（日本図書館
協会［1992c］498 頁）。「一　目的」は次のように規定されており、まさに単位制教育の
実質化が謳われている。
　　 　大学における教育は、原則として教室内の講義等と教室外の自学自習とによってな
りたつ単位制教育である。この教室外の自学自習を効率的に促進するため、指定図書
制度を実施し、これによって単位制教育の理念を生かし、教官と附属図書館が一体と
なって教育効果を高揚することを目的とする。（下線は筆者による）

　さらに「二　定義」では、指定図書、指定図書制度、複本の定義が示されている。指定
図書の定義は「（1）指定図書　教官が講義等に直接関連して、学生に必読すべきものとし
て指定し、多くの場合、試験、演習等の際には、その内容も出題の対象となる『教官指定
学生専用図書』をいう」（日本図書館協会［1992c］498 頁）という具合である。さらに「指
定図書の範囲には次のものは含まない」とされ「（イ）教科書（学生が自ら購入すべきもの）、
（ロ）参考書（指定図書よりも広い意味で参照利用するもので、学生に必読を課するもの
ではない。）、（ハ）参考図書（通読を必要としない目録、索引、書誌、便覧辞典、事典、
地図等）」（日本図書館協会［1992c］498-499 頁）は指定図書の対象とはなっていない。
　指定図書制度の定義は次のように規定されており、前述した「国立大学図書館改善要項」
の指定図書の精神が踏襲されている（日本図書館協会［1992c］499 頁）。
　　 （2）教官が自らの講義等の内容にしたがって、開講に先立ち指定図書を附属図書館に
備付けることを求め、附属図書館では、一般図書と区別して配架し、原則として開架
閲覧方式に複本を準備して学生の利用に供するものである。これにより教官は指定図
書の内容を勘案しながら講義等を行うもので、教官、学生および附属図書館の三者が
一体的関係を保ちながら、教育効果を高めるものである。
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　指定図書制度実施にあたっての留意事項も「五　指定図書制度実施についての留意事項」
の箇所で詳細に定められており、「（1）指定図書制度は、学内の理解と、積極的な熱意が
なければ、効果的に実施できないので、学長をはじめ、附属図書館長、学部長、教養部長、
事務局長等があらゆる機会をとらえて、この制度の趣旨の周知徹底をはかること」（日本
図書館協会［1992c］499 頁）と学内の合意形成が強調され、そのために「（5）･･･ たとえ
ば『指定図書制度運営委員会（仮称）』等で、次の事項を行なうことが望ましいこと」（日
本図書館協会［1992c］500 頁）とされ、具体的な運営組織の設置が勧められている。

3．『文部省年報』における指定図書制度の記載の変遷 

　『文部省年報』において、統計としての指定図書購入費の初出は、『文部省第 94 年報（昭
和 41 年度）』（文部省〔1968〕）であり、一般図書購入費や特別図書購入費とは別枠で、指
定図書購入費（30,000 千円）が計上されている。指定図書購入費の説明は「今年度から実
験的に指定図書購入費を別わくとして計上した。これは学生の教室外における自学自習に
資するため、一般教育について、教官が指定する図書を購入するための経費で、10 大学 1
短期大学を対象として実施した」（p.54）と記載されている。
　続く『文部省第 95 年報（昭和 42 年度）』（文部省〔1969〕）では、指定図書購入費は
50,000 千円に増額され、指定図書の定義が、「講義等に直接関連し、学生が必読すべきもの」
というように、より詳細になっている（文部省［1969］53 頁）。
　　 　指定図書購入については 41 年度は実験的に購入費を別わくとして計上したが、本
年度も同様に計上した。これは学生の教室外における自学自習に資するため、一般教
育について、教官が講義等に直接関連し、学生に必読すべきものと指定する図書を購
入するための経費で、今年度は 21 大学 1短期大学を対象として実施した。

　その後、『文部省第 96 年報（昭和 43 年度）』（文部省〔1970〕）、『文部省第 97 年報（昭
和 44 年度）』（文部省〔1971〕）では、指定図書購入費に関する記載の大きな変化はない。
　さらに、『文部省第 98 年報（昭和 45 年度）』（文部省〔1972〕）では、「学生の教室外に
おける自学自習に資するため、一般教育について、教官が講義等に直接関連し、学生に必
読すべきものとして指定する教官指定学生専用図書を整備するための経費で、今年度は 9
大学を対象として実施した」（文部省［1972］53 頁）とあり、「教官指定学生専用図書」
という表現が初出される。
　『文部省第 99 年報（昭和 46 年度）』（文部省〔1973〕）では、「学生の教室外における自
学自習に資するため、教官が講義等に直接関連して、学生に必読すべきものとして指定す
る『教官指定学生専用図書』の購入に必要な経費で、今年度は 17 大学を対象として実施
した」（文部省［1973］54 頁）とあり、この年から「一般教育について」という指定図書
購入費の限定事項が削除されている。また、一般図書購入費の注書きに「46 年度から『一
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般図書購入費』を『学生用図書購入費』に名称変更」（文部省［1973］54 頁）とある。
　続く『文部省第 100 年報（昭和 47 年度）』（文部省〔1974〕）、『文部省第 101 年報（昭和
48 年度）』（文部省〔1975〕）、『文部省第 102 年報（昭和 49 年度）』（文部省〔1976〕）の指
定図書購入費も同様の記述が継続されている。
　『文部省第 103 年報（昭和 50 年度）』（文部省〔1977〕）では、「教室外の自学自習を促進
し、教室内の講義とあいまって、単位制教育の理念を生かし、教官と図書館が一体となっ
て教育効果を挙げるために、昭和 41 年度から本年度まで年次計画で『指定図書購入費』
を計上し、その整備充実を図った。」（文部省［1977］54 頁）とあり、指定図書購入費の
総括がなされている。この間の指定図書購入費の推移について、取りまとめたものが表 1
（『文部省年報』の各年度版をもとに筆者が作成）である。

4．指定図書制度の展開と限界

1）大学図書館実地視察における指定図書制度　
　わが国においては，指定図書制度は、昭和 40 年代に文部省が予算化し、その普及が図
られた。その当時の指定図書制度の実態について、たとえば昭和 44（1969）年度の私立
大学図書館協会東海地区研究会において、「文部省大学図書館実地視察報告（昭和 43 年度）
に基ずく各館の実状と改善すべき事項について」（「館灯」第 8号編集委員会〔1970〕）と

表 1　指定図書購入費の推移　（年度：昭和）
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題した報告がなされている。
　昭和 43（1968）年度の大学図書館実地視察は、東海地区の大学図書館に対しては行わ
れなかったが、同研究会においては、実地視察への対応を想定したアンケート調査が実施
されたものと思われる。アンケート調査項目は指定図書制度に関する項目を含め大学図書
館実地視察に対応した 8個の項目から構成されている。指定図書制度に関するアンケート
結果は、表 2のとおりであるが、部分的にでも指定図書制度を実施している大学は 16 大
学のうち、ちょうど半分の 8大学であった。この実施率が他地区の私大と比較して高いか
どうかは現在では判断できないが、比較的大規模の大学を中心に実施されていることから
も、私立大学図書館においても指定図書制度が一定程度着目されていたことの証左となろ
う。

　大学図書館実地視察は、「大学図書館視察委員規程」により昭和 40（1965）年に制度化

表 2　文部省大学図書館実地視察報告に基く各館の現状調査表（昭和 43 年度）

出所：「館灯」第 8号編集委員会［1970］にもとづき筆者作成
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されたもので、当時の大学図書館の管理・運営に大きな影響を与えている。指定図書制度
は、この大学図書館実地視察に際しても重要な調査項目の一つに挙げられていたといえよ
う。昭和 43（1968）年度の大学図書館実地視察報告には「1.実地視察大学に共通した改
善すべき事項」の（6）に指定図書制度に関する実地視察結果が次のとおり報告されてい
る（「館灯」第 8号編集委員会［1970］64 頁）。
　　 （6）図書館資料の構成がとかく研究面に偏しがちで、教育面から学生に対する配慮に
欠けるきらいがある。また、図書館資料の購入についての予算は全学的に独立したも
のであることが望ましいが、現状から考えて、学生用図書の増加、とくに指定図書制
度の実施および拡充のための予算の確保が急務である。（下線は筆者による）

　このように、指定図書制度は、教育を支える学生用図書の中心として、その有用性が強
く認識されていたのである。

2）実例に見る指定図書制度の展開
　当時の指定図書制度の実例について、『図書館雑誌』には、東京学芸大学図書館（田沢
〔1970〕）と国際基督教大学図書館（近川〔1970〕）の指定図書制度が紹介されている。
　東京学芸大学図書館では、指定図書制度が昭和 37（1962）年から部分的に実施されて
いたが、昭和 41（1966）年に文部省から指定図書制度実験校の一つに指定され特別予算
を 2年間にわたって受け、本格的な運用が行われた。具体的な制度の詳細については、次
のように記されている（田沢［1970］7 頁）。
　　 　本学の指定図書は、必読文献のほかに読むことが望ましいとされる参考書的な図書
も含んでおり、現在は 1～ 2年の受講科目を中心に実施されているが、将来は 3～ 4
年の科目にまで拡大される予定である。指定の標準は 1科目（4単位）当たり 5種類
平均で、受講学生 10 人に 1冊の複本（最高 30 冊最低 2冊）をそなえ、1冊当たり単
価を平均 1,000 円として予算をたてている。何を指定するかは教官の申込みによって
決定し、複本数は学生数・予算などとにらみ合わせて図書館が調整を行なっている。

　東京学芸大の指定図書制度の規模は 1万冊を数える充実ぶりであった。しかし、指定図
書には必読文献以外の資料が相当数含まれていることもあり、利用率が低くなるという課
題があった。また貸出期間について、当初は 1昼夜であったが、学生の要求と館員の手不
足から、3日間、さらに 1週間と長期化したことも、利用率の低下の主要な要因となった
とされている。貸出期間の長期化は自宅からの通学者が多く、毎日必ずしも登校しなくて
も学生生活が過ごせるという日本的な事情によるところでもあるが、指定図書制度のモデ
ルである米国と日本では、そもそもの授業の形態に大きな違いがあったことが、指定図書
制度の定着を阻んだ最大の要因であり、次のように記されている（田沢［1970］8 頁）。
　　 　アメリカでは毎週大量の文献を学生に読ませてレポートなどを出させることが多い
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のに対し、日本では教科書を買わせてノートをとらせる授業が多い。したがって学生
はふだんあまり文献を読まず、試験期に図書館に殺到するようになる。（試験期の貸
出しは平常の 2倍になる）その結果、指定図書でも通読しなければならぬ分量がふえ、
短い貸出期間では利用できないという不満をもつ。

　
　これに対し、国際基督教大学図書館では、基本的に教科書を用いず、主題分野の広範な
読書を前提とした講義とレポート作成といった米国式の授業方法が実施されていたことも
あり、指定図書制度は教育における重要な役割を担ったとされている。同大学が全寮制を
前提としていたことも、指定図書制度の定着には有用であった。貸出期間は、“2hours＆
Over night”、“1day”、“3days” の比較的短期間の 3種別であり、指定図書の複本は 8人に１
冊の割合とされていた。指定図書制度の課題としては、利用されない指定図書の存在や閉
架式管理の限界などの課題が挙げられているが、国際基督教大学では、大学教育と図書館
とを直接に結ぶチャンネルとして指定図書制度の意義は高く評価されていたといえよう。
昭和 41（1966）年から予算化された文部省の指定図書購入費は国立大学を対象としたも
のであったが、私立大学においても指定図書制度が定着している大学は存在していたので
ある。

3）指定図書制度の限界
　昭和 40 年代に展開した指定図書制度であるが、その運用が比較的早期に終了したこと
の事例が、『三重大学五十年史』（三重大学開学 50 周年記念誌刊行専門委員会〔1999〕）に
報告されている。同書には「指定図書制度の自然消滅」（三重大学開学 50 周年記念誌刊行
専門委員会［1999］668 頁）と題したコラムが掲載されている。
　コラムによれば、国立大学における指定図書制度は昭和 43（1968）年 3 月から始まっ
たが、三重大学においては、それに先立つ昭和 40（1965）年前後から指定図書制度が試
行され、昭和 46（1971）年後期より正式に実施されたとされている。指定図書は、各教
科の指定図書 1点につき、2～ 20 セットが用意され、開架図書（学生図書）室に科目別・
教官別に配架された。教官 137 名により指定された指定図書は、一人平均 2点から 3点で
あったが、10 点を指定する教官もいたとのことである。しかし、利用実態は芳しくなく、
名目だけの制度であったとも評されている。同大学における指定図書は、昭和 49（1974）
年か 50（1975）年頃には廃止されたとされており、制度が運用されたのは極めて短期間
であった。
　コラムでは、その一因として「制度を十分に活用して頂けなかった教官の方にも非があ
るものの、理解してもらう努力を怠った図書館側にも責任があるのでは、と反省している
次第です」（三重大学開学 50 周年記念誌刊行専門委員会［1999］668 頁）という点を挙げ
ており、制度運営の限界があらためて明らかとなっている。
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5．指定図書制度の評価と効果

1）論文に見る指定図書制度
　指定図書制度が運用されていた昭和 40 年代（1965 ～ 1975）を含め、指定図書制度は大
学図書館を論ずる論文等でどのように評価されていたのであろうか。そのことを明らかに
するため、「指定図書制度」、「指定図書」を検索用語として、CiNii Articlesで検索（2021
年 10 月 11 日に実施）した結果が表 3のとおりである。検索の結果、「指定図書制度」や「指
定図書」をタイトルやキーワードに含む論文等は、1964 年に初出とされているが、最盛
期は指定図書購入費が文部省で予算化されていた昭和 40 年代（1965 ～ 1975）であること
があらためて明確となった。その後、「指定図書制度」をタイトルに含む論文は 1982 年に
組まれた『薬学図書館』の特集論文が最後となっているが、論文の内容は、それぞれの大
学の当時の指定図書制度を概観する内容となっている。　　
　これに対し、「指定図書」をタイトルやキーワードに含む論文は 2000 年以降も幾つか発
表されており、大学図書館や大学関係者において「指定図書」に関する一定の関心が継続
していることが窺える。これらのことから、「指定図書制度」には歴史的な制度としての
評価が定着しているといえ、これに対し「指定図書」には現代的展開の可能性が確認でき
るといえよう。

表 3　「指定図書制度」と「指定図書」の CiNii Articles における出現頻度
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2）大学教育と指定図書制度
　北川〔1964〕は、大学図書館近代化当時の大学教育の問題点として、（ⅰ）マス・プロ
授業の味気なさ、（ⅱ）魅力のない講義、（ⅲ）カンニングは花盛り、（ⅳ）疎遠的人間関係、
（V）くずれゆく象牙の塔、（ⅵ）学生大衆化論、（ⅶ）サラリーマン型、（ⅷ）教育と研究
の分離現象、（ⅸ）一般教育の問題、などを挙げているが、あらためて現代の課題との共
通点を認識させられる。当時は、大学において「学習」という概念は独立して語られるこ
とはなく、それは自明のものとして「教育」の範疇に含まれるものであった。
　さらに、学士課程の教育に対応した大学図書館の改善としては、（a）指定図書制の確立、
（b）開架制の全面的採用、（c）reference serviceの導入、（d）Undergraduate libraryまたは
Undergraduate department of libraryの設置、の重要性が指摘されている。特に指定図書制度
については、次のような記述があり、高大接続の課題も半世紀前からの継続課題であった
ことが窺える（北川［1964］9 頁）。
　　 　学生の自発的学習を促進する機縁をつくる点からも、きわめて大切である。これは
高校教育に接続して履まなければならぬ一つの段階である。したがって全国いかなる
大学においても必ず指定図書制はまず実施さるべきである。私自身はそれゆえに文部
省において予算化されるべきものと思う。（下線は筆者による）

　北川は、当時は九州大学教授で附属図書館長を務めており、大学図書館界において一定
の影響力を有していた。この論文は昭和 39 年度（1964）から開始された「大学図書館職
員講習会」における講義をまとめたものであるが、指定図書制度は北川の指摘のとおり、
昭和 41 年度（1966）から文部省において予算化されることになる。近代的大学図書館の
主要な要素の一つとして指定図書制度は欠くべからざるものであったといえよう。

3）指定図書制度の教育効果
　加藤〔2005〕は、指定図書制度の教育効果について、日本私立大学協会が平成 8（1996）
年度当時に行ったアンケート調査「大学教育と大学図書館の連携、デジタル資料の利用・
管理に関する実態調査集計結果」に基づいた報告をしている。アンケート結果によれば、
平成 8（1996）年当時で、調査大学 184 大学のうち、指定図書制度がある大学は 83 大学（45
％）であり、そのうち 52 大学（63％）が、指定図書制度の教育効果を認めている。これ
に対して、指定図書制度がない大学 24 大学では、18 大学（75％）が、指定図書制度の教
育効果に否定的である。このように指定図書制度の実施大学と不実施大学とでは、その教
育的効果の認識には大きな隔たりがあり、評価が分かれる結果となっている。
　この点については、指定図書制度が文部省において予算化されていた昭和 40 年代（1965
～ 1975）も同じ傾向であるといえ、澤本〔1970〕は「指定図書制度実施大学が学生に対
するアンケート調査をした結果を見ると、指定図書制度が学習上効果があったと答えた学
生が過半数であったという報告が多い」（澤本［1970］178 頁）としている。しかし、そ
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の理由となると「どのような学習効果があったかということは明瞭ではない」（澤本［1970］
178 頁）とされ、指定図書制度の教育効果の特定は、当時から困難であったことが窺える。

6. むすびにかえて―指定図書制度の現代的意義

1）指定図書制度と学習図書館
　文部省の『わが国の高等教育』（文部省〔1964〕）には、「大学図書館は単に文献（図書・
資料）を保管するにとどまらず、文献の効率的な利用を図り、積極的に学生、教官および
研究者に協力すべき重要な役割を有している」（文部省［1964］113 頁）とある。指定図
書制度は、この認識を踏まえて、立ち遅れていた当時の図書館の近代化を図るために学生
のために実施された政策の一つであるといえよう。
　学生のために資する図書館充実策は、21 世紀以降はラーニング・コモンズの設置に代
表されるが、アメリカにおいては長く学習図書館の設置が重要視されていた。呑海・溝上
〔2011〕によれば、学習図書館とは「学部学生をサービス対象とした、大学に設置される
図書館であり、第二次世界大戦後に北米で普及した」（呑海・溝上〔2011〕3 頁）もので
あり、その代表例はハーバード大学のラモント図書館（1949 年設置）とされている。ア
メリカにおいて学習図書館は、その後 1950 年代から 1970 年代半ばまで増加しているが、
この増加時期は日本における大学図書館近代化の時期と符合するものであり、日本におけ
る援用も模索されていたと推察される。しかし、当時の日本においては、「近代化」の言
葉に表象されるように、大学図書館では、中央館そのものの施設・設備の充実が急務であ
り、学習図書館の設置には程遠い状況であった。大学図書館視察委員による実地視察の指
摘事項をみても、指定図書制度の実施への言及はあるが、学習図書館設立への指摘は確認
できない。当時の大学図書館の学習支援策としては、せいぜい指定図書制度の立ち上げま
でが限界であったことが推察できる。

2）学士課程答申と大学図書館をめぐる政策文書の動向
　これまでの図書館関係の主要な政策文書は、「学術情報基盤としての大学図書館等の今
後の整備の在り方について（中間報告）」（科学技術・学術審議会〔2005〕）、「学術情報基
盤の今後の在り方について（報告）」（科学技術・学術審議会〔2006〕）、「学術情報基盤整
備に関する対応方策等について（審議のまとめ）」（科学技術・学術審議会〔2008〕）など、
主に情報基盤としての図書館のあり方に言及する内容が多かった。
　しかし、現下は「大学図書館の整備について（審議のまとめ）−変革する大学にあって
求められる大学図書館像」（科学技術・学術審議会〔2010〕）や「学修環境充実のための学
術情報基盤の整備について（審議まとめ）」（科学技術・学術審議会〔2013〕）のように、
学習支援や教育活動への図書館の関与、大学図書館や図書館職員のあり方そのものの変革
を問う内容となってきている。
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　これら大学図書館に関する政策文書の変化は、いわゆる「学士課程答申」（中央教育審
議会〔2008〕が大きな引き金となっている。学士課程答申を受けて、各大学における学び
の環境には大きな変化が生じることとなった。「Teachingから Learningへ」という言葉に
代表されるように、学習のあり方が大きく変わろうとしているのである。従来の座学中心
の学習形態とともに、グループ学習や相互討論の形式が重視されてきており、「MOOC」
（Massive Open Online Course）や「反転授業」といった言葉が一躍注目されてきている。
これらの変化を受けて、図書館には、新しい「学びの場」としての役割が大きく着目され
てきたのである。
　「大学図書館の整備について（審議のまとめ）−変革する大学にあって求められる大学
図書館像」（科学技術・学術審議会〔2010〕）の用語解説ではラーニング・コモンズは次の
ように定義されている。
　　 　複数の学生が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情
報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可能にする「場」を提供するもの。その
際、コンピュータ設備や印刷物を提供するだけでなく、それらを使った学生の自学自
習を支援する図書館職員によるサービスも提供する。（下線は筆者による）

　学士課程答申を契機として、学生の主体的な学習の基盤として、大学図書館の存在意義
が再確認され、その具体化の場がラーニング・コモンズともいえよう。図書館には、学生
の学習を支援する新しい役割が求められるようになってきた。図書館はこれまで以上に各
教学主体と連携した学習支援機能の充実が求められている。学習成果（ラーニング・アウ
トカムズ）の向上を図るために、図書館における学習支援体制を強化することも重要な課
題として浮上してきたのである。

3）指定図書制度の現代的意義
　「学士課程答申」では、学生の学習時間が短く、授業時間外の学修を含めて 45 時間で 1
単位とする考え方が徹底されていないことが指摘され、学生の学習時間の実態を把握した
上で、単位制度を実質化することが、一つの大きな眼目とされた。　　
　これまで本稿で指摘してきたように、単位の実質化に関する問題点は、大学図書館界に
おいては、50 年以上前に既に大きく認識されており、その認識が「指定図書制度」の発
足を促すこととなった。
　しかし、指定図書制度は、国立大学図書館に対する予算措置が 10 年間で終了したこと
もあり、所期の目的を十分に達成することはできなかった。その当時の大学図書館に関す
る認識として、『教育学大事典』（裏田〔1978〕）に次のような記述がある（裏田〔1978〕
393 頁）。
　　 　大学図書館は従来ややもすれば学生に対するサービスをおろそかにしてきたが、最
近教育における図書館の役割が再認識され、ハーバード大学がとくに学部学生のため
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に機能的なラモント図書館（Lamont Library）を設立したが、これにならって学部図
書館を設立する大学が幾つか続いている。わが国ではまだ大学の教育は講義システム
に終始するところが多く、有効に図書館資料を利用して、討議等によって学習の実質
化を深めていく方法が必ずしも一般化していない。とくに講義に関連して学生が読む
べき資料で、図書館がとくに別置等の方法で利用の便を図っているものを指定書（re-

serve books）という。（下線部は筆者による。）

　この大事典の発刊は 1978 年であり、指定図書制度の予算化が終了した直後の記述であ
るが、指定図書制度を活用した大学教育が日本においては結実していないことが述べられ
ている。そして、驚くばかりに、現状の大学図書館を巡る問題意識に合致した内容となっ
ている。大学図書館に関連した教育に関する大きな課題が 40 年を経ても解決していない
のが日本の現状である、といっても過言ではないだろう。
　さらに、その後の大学図書館の課題は、昭和 50 年代（1975 ～）以降に到来した情報化
への対応が中心となる。学術審議会から、昭和 55（1980）年 1 月に「今後における学術
情報システムの在り方について（答申）」（学術審議会〔1980〕）が出されることは、その
象徴的な事象である。この答申以降、大学図書館の管理・運営の課題の中心が情報化に対
応した人員の養成となり、指定図書制度の発足時に論じられていた大学図書館における学
習支援の課題が論じられていくことは少なくなっていくことになる。
　その後、21 世紀以降の大学図書館は、アクティブラーニングに代表される学習法の変
革などの影響を受け、ラーニング・コモンズを設置するなど、また大きな転換期に突入し
ている。学習支援に果たす大学図書館の役割が強く求められるようになり、従来的な情報
専門職ではなく、学習理論にも通じた図書館職員が求められるようになってきた。
　永田〔2012〕によれば、ACRL（Association of College and Research Libraries）の新たな「高
等教育機関における図書館基準」には、図書館の果たすべき学修支援機能が明記（基準 3「教
育的役割」では教育機関としての役割の実現、基準 6「スペース」では知的コモンズの実現、
基準 8「職員」では十分な量と高い品質の人材の提供）され、さらに基準のパフォーマン
ス指標で、学習支援に関わる詳細な定義も施されたとのことである。米国においては、図
書館職員には教員と共同した教育主体者としての新たな役割が大きく期待されることとな
っている。このような深化した教育への関与が直ちにわが国の大学図書館に求められるも
のではないが、学士力の涵養に向けて、そのような方向性を意識した大学図書館職員の養
成が急務の課題といえよう。
　米国においては、戦後の早い時期から学習用図書館が設けられ、指定図書をとおした図
書館における学生の学びが定着してきた歴史がある。ラーニング・コモンズも学習支援サ
ービスの場として学習用図書館を中心に展開されてきた側面が強い。これに対し、日本の
大学図書館には学習図書館の歴史はなく、指定図書制度も定着しなかったのであるが、21
世紀以降に俄かにラーニング・コモンズの導入がなされることとなった。まさに学習支援
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の模索的運用がなされているのが、わが国の大学図書館の現状といえよう。
　本稿では、指定図書制度の歴史的評価について、大学図書館における学習支援の取り組
みである点に着目した。学習支援という概念が、当時において一般的であったかどうかは
明らかではないが、現代的視点からすれば、指定図書制度は学習支援の取り組みとして評
価することができる。この当時に学習支援の取り組みが生起したのは、本稿の冒頭でも紹
介した中央教育審議会の昭和 38（1963）年の「大学教育の改善について（答申）」（中央
教育審議会［1963］）の影響が大きい。同答申では、教育内容や教育方法について、大規
模講義の状態が指摘され、教授法の改善、施設設備の整備なども志向されている。指定図
書制度を始めとした大学図書館の近代化施策も、このような大学教育の改善の動向を受け
て具体化されていったといえよう。大学図書館近代化期から約半世紀を経た現代において
も、大学教育の改善の課題は継続されている。現下のグランドデザイン答申の眼目の一つ
は「学修者本位の教育への転換」であり、学士課程答申以降の単位制度の実質化の重要性
があらためて認識されるものとなっている。21 世紀以降は、リアルな「場」としてのラ
ーニング・コモンズの設置が大学図書館における学習支援の展開の主眼であったが、コロ
ナ禍では、サービスを提供する場所そのものの喪失が課題となっている。本稿で扱った指
定図書制度については、かたちを変えて、今後は電子ブックを活用したオンライン上での
展開も考えられる。この変革期にこそ、大学図書館は、大学図書館近代化期に指定図書を
活用した学習の実質化に取り組んだ歴史を、あらためて振り返り、その経験に学ぶことが
求められているといえよう。
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